
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＯ．１０１３ 
２０１６年９月１１日 
電話 ３２８－２６５６ 
FAX ３５９－５０４７ 

 

熊本市中央区手取本町１-１ 3 階 

下位   

メール：kumamsu@gamma.ocn.ne.jp 
HP：http://www.jcp-kumamoto.com/ 
 

 

【
控
室
か
ら
】 

 

第

４０
回
武
蔵
校
区
夏
ま
つ
り 

 

や
ま
べ
ひ
ろ
し 

 

少
し
前
の
話
に
な
り
ま
す
が
、
先
月
７
日
、
地
元
、
武
蔵
校
区

の
夏
ま
つ
り
が
開
催
さ
れ
、
私
は
実
行
委
員
と
し
て
参
加
し
ま
し

た
。
ま
つ
り
は
今
年
で
４０
回
を
迎
え
、「
火
の
国
ま
つ
り
」
よ
り

古
い
歴
史
が
あ
り
ま
す
。 

し
か
し
、
今
年
は
熊
本
地
震
を
受
け
、
そ
の
開
催
が
危
ぶ
ま
れ

ま
し
た
。
実
行
委
員
会
で
も
「
大
勢
の
被
災
者
が
い
る
な
か
、
は

た
し
て
ま
つ
り
が
ふ
さ
わ
し
い
か
」
「
開
催
中
に
大
き
な
地
震
が

お
こ
っ
た
ら
ど
う
す
る
か
」
な
ど
の
論
議
が
あ
る
な
か
、
最
終
的

に
自
粛
で
は
な
く
復
興
支
援
の
側
面
か
ら
も
開
催
す
べ
き
と
の

決
定
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
開
催
に
あ
た
っ
て
は
、
震
災
で
経
営
が

苦
し
い
な
か
、
地
元
商
店
か
ら
多
く
の
協
賛
金
が
寄
せ
ら
れ
、
ま

た
自
治
協
議
会
の
各
団
体
も
そ
の
成
功
に
む
け
一
致
協
力
す
る

な
ど
、
例
年
に
な
い
取
り
組
み
に
な
り
ま
し
た
。 

ま
つ
り
当
日
は
、
早
い
時
間
帯
か
ら
浴
衣
姿
の
親
子
連
れ
な
ど

が
多
数
訪
れ
会
場
い
っ
ぱ
い
に
。
震
災
以
降
、
皆
さ
ん
、
こ
の
夏

ま
つ
り
を
待
ち
わ
び
て
い
た
の
だ
な
と
実
感
し
ま
し
た
。 

武
蔵
校
区
は
、
新
興
住
宅
地
と
し
て
始
ま
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

地
域
の
文
化
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
は
ゼ
ロ
か
ら
の
取
組
み
だ

っ
た
と
思
い
ま
す
。
ま
つ
り
の
歴
史
は
、
そ
の
ま
ま
地
域
文
化
の

歴
史
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
歴
史
の
継
承
も
、
地
元
議
員
の

仕
事
と
し
て
、
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

 ８月２９日から、８月市議会が始

まりました。９月１日、なすまどか

議員が一般質問を行い、震災後、被

災者から寄せられた要望や実態をも

とに、住宅再建への支援強化、一部

損壊への支援創設、ＭＩＣＥ整備の

中止などを求めました。 

 熊本地震からの復興方針を定め

た「震災復興計画素案」について、

市が計画の柱に掲げているＭＩ

ＣＥ整備について質問しました。 

なす議員は、ＭＩＣＥに２９８

億円、桜町再開発への補助金に１

２６億円と莫大な費用を要する

事業を進めるのならば、住民のた

めの復興ができなくなることを

指摘。ＭＩＣＥよりも市民の生活

再建を最優先するべきではない

かと質しました。 

大西市長は、「生活再建が最優

 

先」としながらも、「ＭＩＣＥ整

備は、雇用の創出や地域経済の活

性化に寄与する必要不可欠な事

業」と答弁しました。 

なす議員は、「生活再建に向け

た住宅再建や一部損壊への支援

に、市としてどれほどの費用を投

じるのかさえ明らかになってい

ない。ＭＩＣＥ整備を見直し、住

宅や宅地の復旧支援、一部損壊へ

の支援など、住民の思いに沿った

復興計画にすべき」と、指摘しま

した。 

 

 これまで熊本市では、子ども

が生まれ親が育児休暇を取っ

た際、上の子どもが３歳未満な

らば通っていた保育園を退園

しなければならない育休退園

制度があり、多くの子育て世代

から改善を求める声が寄せら

れていました。 

 共産党市議団としても、一般

質問や委員会でこの問題を取

り上げ、育休退園の廃止を求め

てきました。また他会派も含め

多くの議員が求める中、大西市

長は待機児童（今年４月）が

ゼロとなったことをうけ「３

歳未満児も退園しなくて済む

環境が整った」とし、育休退

園を廃止することを表明。「す

でに退園した園児については

元の保育所に戻れるよう対応

する」ことを明らかにしまし

た。保護者の切実な願いが実

現することになりました。 

 市議団として、引き続き「待

機児・保留児の解消」などに

も、取り組んでいく決意です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なすまどか議員は、市民か

らの強い要望である一部損

壊への支援に踏み出すよう

求めました。 

 とりわけ、一部損壊のなか

でも、①修繕費用が高額にな

っている世帯への支援、②屋

根の修繕に取り掛かること

ができず、雨漏りなどで家屋

被害が拡大している世帯へ

の支援について、国へ要望す

るとともに、市としても独自

の支援制度を創設するよう

質しました。 

大西市長は「一部損壊であ

っても相当な費用がかかるケ

ースがあることは知ってい

る。一部損壊も含めた被災者

を対象に、課題や今後求めら

れる支援を把握するために、

アンケート調査を行い、結果

 西区、南区と東区の一部で発生

している液状化被害。市議団とし

て現地調査を行いましたが、地面

が波打ち、家が陥没または傾き、

大きな被害が発生していました。 

 液状化からの再建は、まず家の

建っている地盤を強化しなくて

はなりません。しかし、国の支援

制度は、３０００㎡・１０戸以上

と、まとまった地域でないと支援

が受けられず、支援の枠からはみ

出してしまう世帯も少なくあり

ません。また、改良工事も、東日

本大震災の際は、一戸あたり平均

で３８０万円と多額で、住宅再建

の障壁となっています。 

 なす議員は、「支援の条件を緩

和し、補助率を引き上げて、被災

者の負担を最大限軽減すべき」と

質問。市からは「国に対して要件

緩和と補助率

の引き上げを

要望するとと

もに、独自支援

策についても

検討していき

たい」と答弁が

ありました。 

全壊や大規模半壊（半壊で

あっても解体せざるを得ない

世帯も対象になります）に支

給される生活再建支援金。し

かし、全壊で建て直しを行う

場合でも、３００万円しか支

給されず、これでは再建の目

途が立たないと被災者から拡

充を求める声が寄せられてい

ます。 

質問では、金額の水準が低

いため、東日本大震災では、半

数以上の方が住宅の再建に踏

み出せていない実態も示しな

がら、金額の拡充を国に求める

とともに、県に創設される基金

も活用し、独自の上乗せを行う

べきだと指摘しました。 

生活再建支援金は、借家やアパートなど

賃貸住宅にお住まいの方でも、被害認定が

全壊や大規模半壊であれば活用できます。 

 東区や南区には、現在仮設住

宅が設置され、約５００人の被

災者が入居しています。また、

民間の賃貸住宅を借り上げるみ

なし仮設にも約５０００名の申

し込みがあっています。 

 阪神淡路大震災では発災後か

ら昨年までで１１３０名の方

が、東日本大震災では震災後５

年間で１９０名の方が、仮設住

宅等で孤独死により命を失って

電柱が地中に１ｍほ

ど陥没していました 

を踏まえ、効

果的な支援

を行ってい

く」と答弁し

ました。 

  

います。 

 居住スペースの変化、土地勘の

ない地域での生活など、住環境が

変わるストレスやコミュニティ

ーの欠如、失業・経済苦などから

のアルコール依存など、様々な要

因があります。一般質問では、孤

独死防止にむけ、コミュニティー

構築の支援も含め、丁寧な支援を

求めました。 


